仕　　　様　　　書
１　契約名
　　広島市現代美術館美術品管理用パーソナルコンピュータ（Mac）賃貸借

２　賃貸借を行う機器等
　(1)　ハードウェア及びソフトウェア
 　　　別表のとおり
(2)　賃貸借機器の品質、規格等
(ｱ)　別表のとおり機器等を設置すること。
(ｲ)　ネットワーク、ファイル共有が正常に作動する機器等を設置すること。
(ｳ)　別表に記載されている以外で、ネットワーク、ファイル共有上必要な関連部品または機器等があれば協議のうえ付加し、完全に作動することを確認すること。
　　 (ｴ)　５年以上の修理部品の供給が可能であること。
(ｵ)　接続に係る機器設定について、明らかにすること。
(ｶ)　受注者は、パーソナルコンピュータ等の設置作業において、レーザープリンターの設定・インターネット接続等の各種設定も併せて行うこと。
(ｷ)　設置するパーソナルコンピュータ等は、未使用のものに限る。

３　機器等の設置等
受注者は、本契約の機器について発注者及び現インターネットプロバイダー契約業者と協議の上、次のとおり設置及び設定を行うこと。
(1) 　以下の環境整備を行うこと。
(ｱ)　機器の賃貸借のほか、必要な機器等の搬入、組み立て、設置、設定、保守及び撤去にいたるまでのすべてを行うこと。搬入作業の日程については、発注者と協議すること。
(ｲ)　必要に応じて電源コンセントの設置、接続を行うこと。
(ｳ)　既存ＬＡＮへの接続をすること。指定フォルダの共有設定を行うこと。
(2)　既存のパソコン等にあるデータのうち、指定フォルダ及びメールソフト内にあるメールデータ及びメールアドレスデータを設置するパソコンに移行するとともに、メールソフトの設定を行うこと。
(3)　機器の基本設定(初期設定、ネットワーク設定、インターネット、メール、スキャナ、インクジェットプリンタ等)を行うこと。
(4)　発注者が指定する既存のレーザープリンターへの接続設定を行うこと。
(5)　ソフトウェアについては、事前にインストールした状態で納品すること。

４　機器等の維持管理
(1) 保守の内容等
(1) 　機器等の保守が必要とする旨の通報があった場合には､保守対応時間帯においては、受注者は速やかに技術者を派遣してオンサイト保守（平日の９時～１７時、土・日曜日及び祝祭日は障害受付のみとし翌営業日に対応する。）を行うものとする。なお、部品の交換、機器の清掃、修理及び調整等に係る費用は受注者において負担すること。
(2) 　ハ－ドウェア保守については、障害時の技術者派遣、修理、消耗品及びメーカー有償物品以外の部品交換に関するサービス、間い合わせ対応に関するサービスを行うこと。
(3) 　ネットワーク、共有設定等に障害が発生した場合は速やかに復旧させること。設置場所で修復が困難な場合には代替機を設置し、業務に支障が出ないようにすること。
(4) 　障害発生に伴うメンテナンス作業を行うに当たり、データのバックアップ、復元等に十分留意すること。
(5) 　基本ソフトなどに重大なセキュリティ上の問題が発生した場合には、受注者と協議のうえでセキュリティパッチの適用及び必要な回避方策設定など所要の対策を行うこと。
(6) 　発注者からの質問に対し、善良な意思を持って適宜、応答・説明を行うこと。
(7) 　保守には次の作業は含まないものとする。
1 受注者又は受注者の予め指定するもの以外の者による、機器の移転、改造、他の機器の追加、接続及びその他これらに関連する作業により生じた故障修理
2 発注者の責に帰すべき事由により生じた故障修理
3 天変地異その他、発注者、受注者のいずれかの責にも帰すことができない事由により生じた故障修理

５　納品図書
以下のものを提出すること
・機器等に添付されたマニュアル及びCD－ROM等
・各機器への設定情報を記録したもの

６　設置場所
公益財団法人広島市文化財団　広島市現代美術館
広島市南区比治山公園１番１号　電話(082)264-1121

７　納入期限
令和８年８月３１日

８　検査
納入日に機器を使用できる状態にし、発注者の検査を受けること。

９　その他
(1)　機器にシール（業務名、機器名、契約期間、メンテナンスの連絡先等を明示）を貼付す
ること。
(2)　障害発生に伴うメンテナンス作業を行った場合は、その原因と対策について報告を行うこと。
(3)　本仕様書に明記していない事項で、本業務の実施に必要な事項、及び本仕様書の不明な
点については、別途発注者と協議して実施すること。
